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F-223 原疾患又はカルニチン欠乏を起こす原因が特定できない場合の

カルニチン欠乏症に対するレボカルニチン製剤の算定について 
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○ 取扱い 

 原疾患又はカルニチン欠乏を起こす原因が特定できない場合のカルニ

チン欠乏症に対するレボカルニチン製剤（エルカルチン FF 錠、エルカル

チン FF 内用液、エルカルチン FF 静注等）の算定は、小児等の意識障害

等で緊急を要する場合を除き、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 レボカルニチン製剤（エルカルチン FF 錠、エルカルチン FF 内用液、

エルカルチン FF静注等）については、添付文書の効能又は効果に関連す

る注意において「本剤の投与に際しては、原則として、カルニチンの欠乏

状態の検査に加え、カルニチン欠乏の原因となる原疾患を特定すること。」

とされている。 

 また、「カルニチン欠乏症の診断・治療指針 2018（日本小児科学会）」

において、カルニチン補充療法を開始する際には原疾患やカルニチン欠乏

を起こす原因の継続性等を考慮してレボカルニチン製剤の投与法、投与量、

投与ルート、投与期間を決定するとされている。ただし、インタビューフ

ォームにおいて、カルニチン欠乏の原因にかかわらず重篤なカルニチン欠

乏症では、早期のカルニチン補充が必要とされているとあり、小児をはじ

めとして意識障害等で緊急を要する場合を本取扱いの除外対象とした。 

 以上のことより、原疾患又はカルニチン欠乏を起こす原因が特定できな

い場合のカルニチン欠乏症に対するレボカルニチン製剤（エルカルチン

FF錠、エルカルチン FF内用液、エルカルチン FF静注等）の算定は、小

児等の意識障害等で緊急を要する場合を除き、原則として認められないと

判断した。 

 

 


